
事業番号 248

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)

予算事業名 後期高齢者医療制度事業費補助金
事業開始

年度
平成２０年度 作成責任者

－ 4,722 5,073

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

高齢者の医療の確保に関する法律第（１０２条、
１１７条、１２５条第１項）

関係する計
画、通知等

平成２２年度後期高齢者医療制度事業実施要綱
「平成２２年度後期高齢者医療制度事業について」
（平成２２年３月３１日保発０３３１第７号保険局長通
知）等

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」と言う。）に対して、後期高齢者医療に係る事業運営を円滑に実施するた
めに、広域連合が実施する、健康診査事業、保険者機能強化事業及び特別高額医療費共同事業に要する経費の一
部について補助するものである。

担当部局庁 保険局 担当課室 高齢者医療課 吉岡　てつを

会計区分 一般会計 上位政策 老人医療給付等に必要な経費

１．健康診査事業
　生活習慣病の早期発見により、疾病の重症化を防ぐために実施する事業。
２．保険者機能強化事業
　後期高齢者の医療費の適正化及び保険料収納対策等の保険者機能強化に取り組むために実施する事業。
３．特別高額医療費共同事業
　著しく高額な医療給付費の発生による後期高齢者医療制度の財政に与える影響を緩和するために実施する事業。

実施状況

１．健康診査事業
　被保険者の生活習慣病を早期に発見し、適切に医療につなげて重症化を予防するため、広域連合が都道府県及び
市町村との連携の下に健康診査を実施しており、平成２０年度は、２７３万人に対して健康診査（受診率２１％）を行っ
た。（１／３補助）

２．保険者機能強化事業
　後期高齢者の医療費の適正化及び保険料収納対策等の保険者機能強化に取り組むため、①重複・頻回受診者等
への訪問指導の強化②後発医薬品の使用促進等のための普及・啓発、③医療保険者等の「意見を聞く場」の設置等
を実施し（１／２補助）、平成２２年度からは、さらに④保険料収納対策等（１０／１０補助）を行う。

３．特別高額医療共同事業
　著しく高額な医療給付費の発生により後期高齢者医療制度の財政に与える影響を緩和するために（社）国民健康保
険中央会が行っている特別高額医療費共同事業に対する、広域連合の拠出金について、負担軽減を行う。
　交付対象件数２，０５９件、交付金額７億４千万円（平成２０年度）

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

執行率 － 95.8% 97.2%

総事業費(執行ベース)

23年度要求

予算額(補正後） －

（単位：百万円）

健康診査に要する経費 3,036 3,671 3,524 3,911 4,485

　

4,931 5,221 5,962 6,327

執行額

－ 19,310 20,630

保険者機能強化に要する経費 895 301 697 162 477

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

予算額 交付額 予算額 交付額 予算額

レセプト点検専門員への研修 62 4 22 6 -
介護保険との給付調整に係るレセプト点検 76 6 44 3 -
重複・頻回受診者への訪問介護指導体制強化 528 23 456 30 314
適正化を推進するための普及啓発 222 59 168 115 83
医療保険者等の「意見を聞く場」の設置 7 4 7 8 9

- - 71
高額療養費支給処理 0 205 - - -

特別高額医療費共同事業に要する経費 1,000 750 1,000 1,000 1,000
保険料収納対策 - -

合計 4,931 4,722 5,221 5,073 5,962

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・

状況

・「健康診査の実施に要する経費」については、受診率が当初の見込を上回り、予算額を超過したことから、「保険者機
能強化に要する経費」における残額を充当し、対応した。
・「保険者機能強化に要する経費」については、予算額と執行額に乖離が見られるが、本事業は、医療費の無駄を省
き、保険料の上昇等を抑制するために必要であり、今後さらに推進していくべき事業であるため、保険者である広域連
合に対して、取組を強化するよう指導・要請している。
  なお、平成２２年度予算において、「レセプト点検専門員への研修」、「介護保険との給付調整に係るレセプト点検」に
ついては補助対象外とした。

　



見直しの
余地

・健康診査事業については、現行制度への移行により受診率が低下している状況を踏まえ、各広域連合において受診
率向上計画を策定し、受診率の向上を図り、それにあわせて国庫補助を拡充する必要がある。
・保険者機能強化事業については、医療費の無駄を省き、保険料の上昇等を抑制するために、今後さらに推進していく
べき事業であるため、事業内容を精査しつつ引き続き必要な予算を要求する。
・高額医療費共同事業についても、著しく高額な医療給付費の発生による後期高齢者医療制度の財政に与える影響を
緩和するために必要な事業であるため、引き続き必要な予算を要求する。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

事業の必要性、執行の観点からの評価としては、概ね妥当であるが、引き続き効率的な執行に努めること。

補
　
記

自
己
点
検

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

　【平成２１年度執行ベース】

厚生労働省

５，０７３百万円

A 後期高齢者医療広域連合

５，０７３百万円

（内訳）上位１０者

東京都 ８０２百万円

埼玉県 ３２２百万円

愛知県 ３２０百万円

大阪府 ２６７百万円

神奈川県 ２６０百万円

千葉県 ２５３百万円

北海道 １９５百万円

群馬県 １７４百万円

兵庫県 １４８百万円

静岡県 １４６百万円

【交付】

後期高齢者医療の保険者

各法に基づき、補助金を交付

B 区市町村

６６８百万円

（内訳）上位１０者

＜東京都の例＞

世田谷区 ４１百万円

練馬区 ３６百万円

足立区 ３３百万円

江戸川区 ２８百万円

葛飾区 ２８百万円

八王子市 ２５百万円

板橋区 ２５百万円

太田区 ２５百万円

杉並区 ２４百万円

江東区 ２２百万円

【委託】

健診事業の実施主体



負担金補助
及び交付金

委託料
健康診査事業
　区市町村への健康診査事業の委託

677.6

需用費
医療費適正化事業①
　後発医薬品の普及啓発に係るパン
フレットの作成経費

2.8

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

A　東京都後期高齢者医療広域連合 E.

費　目 使　途
金　額

(百万円） 費　目 使　途
金　額

(百万円）

負担金補助
及び交付金

医療費適正化事業②
　区市町村における訪問指導事業の
実施に係る補助

0.9

特別高額医療費共同事業
　特別高額医療費共同事業に係る拠
出金

119.9

報償費
医療費適正化事業③
　医療懇談会委員への謝礼 0.5

委託料
医療費適正化事業④
　医療懇談会議事録作成に係る反訳
の委託

0.1

計 802 計 0

B　世田谷区 F.

費　目 使　途
金　額

(百万円） 費　目 使　途
金　額

(百万円）

健康診査費 健康診査事業に係る経費 40.9

計 41 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円） 費　目 使　途
金　額

(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円） 費　目 使　途
金　額

(百万円）

計 0 計 0


